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      開 議 午後１時 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（飯島弘之） ただいまから、本日の会議

を開きます。 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（飯島弘之） 出席議員数は、67人です。 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（飯島弘之） 本日の会議録署名議員とし

て小竹ともこ議員、國安政典議員を指名します。 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（飯島弘之） ここで、事務局長に諸般の

報告をさせます。 

○事務局長（酒井欣洋） 報告いたします。 

 去る２月25日、人事委員会委員長から、議案第

34号、第44号の２件について意見書が提出されま

したので、その写しを配付いたしました。 

 本日の議事日程、議案審査結果報告書を配付い

たしております。 

 以上でございます。 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（飯島弘之） これより、議事に入りま

す。 

 日程第１、議案第33号から第44号まで、第49号

から第62号までの26件を一括議題といたします。 

 委員長報告を求めます。 

 まず、総務委員長 三神英彦議員。 

 （三神英彦議員登壇） 

○三神英彦議員 総務委員会に付託されました議

案７件について、その審査結果をご報告いたしま

す。 

 最初に、議案第54号 令和６年度札幌市一般会

計補正予算（第６号）中関係分についてですが、

質疑はなく、討論を行いましたところ、日本共産

党 池田委員から、否決すべきものとの立場で意

見の表明がありました。 

 採決を行いましたところ、議案第54号中関係分

は、賛成多数で可決すべきものと決定いたしまし

た。 

 次に、議案第33号、第34号及び第49号から第52

号までの６件についてですが、質疑・討論はな

く、採決を行いましたところ、いずれも全会一

致、可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（飯島弘之） 次に、財政市民委員長 う

るしはら直子議員。 

 （うるしはら直子議員登壇） 

○うるしはら直子議員 財政市民委員会に付託さ

れました議案４件について、その審査結果をご報

告いたします。 

 最初に、議案第36号 札幌市犯罪被害者等支援

条例案についてですが、主な質疑として、犯罪被

害者等支援金について、条例制定を機に子どもの

就学に係る助成金を追加するなど制度の拡充を図

るべきと考えるが、どうか。経済的負担の軽減に

関する意見がパブリックコメントで多く寄せられ

たことから、支援制度をさらに充実させる必要が

あると考えるがどうか等の質疑がありました。 

 討論はなく、採決を行いましたところ、議案第

36号は、全会一致、可決すべきものと決定いたし

ました。 

 次に、議案第54号 令和６年度札幌市一般会計

補正予算（第６号）中関係分及び議案第58号 令

和６年度札幌市公債会計補正予算（第４号）の２

件についてですが、主な質疑として、物価高騰対

策について必要なところにしっかりと支援が届く

よう事業内容を検討すべきであるが、どのような

考え方で行うのか等の質疑がありました。 

 続いて、討論を行いましたところ、日本共産党 

吉岡委員から、議案第54号中関係分については否

決すべきものとの立場で意見の表明がありまし

た。 

 採決を行いましたところ、議案第54号中関係分

は、賛成多数で可決すべきものと、議案第58号

は、全会一致、可決すべきものと決定いたしまし

た。 

 最後に、議案第35号 札幌市市税事務所設置条
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例の一部を改正する条例案についてですが、質

疑・討論はなく、採決を行いましたところ、全会

一致、可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（飯島弘之） 次に、文教委員長 たけの

うち有美議員。 

 （たけのうち有美議員登壇） 

○たけのうち有美議員 文教委員会に付託されま

した議案第38号 札幌市幼保連携型認定こども園

の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正

する条例案、議案第39号 札幌市幼保連携型認定

こども園以外の認定こども園の認定の要件を定め

る条例等の一部を改正する条例案、議案第40号 

札幌市児童福祉法施行条例の一部を改正する条例

案、議案第44号 札幌市立学校教育職員の勤務条

件に関する条例の一部を改正する条例案及び議案

第54号 令和６年度札幌市一般会計補正予算（第

６号）中関係分の５件について、その審査結果を

ご報告いたします。 

 質疑・討論はなく、採決を行いましたところ、

いずれも全会一致、可決すべきものと決定いたし

ました。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（飯島弘之） 次に、厚生委員長 藤田稔

人議員。 

 （藤田稔人議員登壇） 

○藤田稔人議員 厚生委員会に付託されました議

案４件について、その審査結果をご報告いたしま

す。 

 最初に、議案第54号 令和６年度札幌市一般会

計補正予算（第６号）中関係分についてですが、

主な質疑として、新人ホームヘルパーの定着を促

進する事業について、訪問介護事業者は人材不足

などの困難な課題を抱えているため、実効性の高

い支援を行う必要があると考えるが、具体的にど

のように取り組んでいくのか等の質疑がありまし

た。 

 討論はなく、採決を行いましたところ、議案第

54号中関係分は、全会一致、可決すべきものと決

定いたしました。 

 次に、議案第37号、第56号及び第57号の３件に

ついてですが、質疑・討論はなく、採決を行いま

したところ、いずれも全会一致、可決すべきもの

と決定いたしました。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（飯島弘之） 次に、建設委員長 小形香

織議員。 

 （小形香織議員登壇） 

○小形香織議員 建設委員会に付託されました議

案第41号 札幌市移動等円滑化のために必要な特

定公園施設の設置の基準に関する条例の一部を改

正する条例案、議案第42号 札幌市地区計画の区

域内における建築物の制限に関する条例の一部を

改正する条例案、議案第43号 札幌市水道布設工

事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理

者の資格に関する条例の一部を改正する条例案、

議案第53号 市道の認定の件、議案第54号 令和

６年度札幌市一般会計補正予算（第６号）中関係

分、議案第55号 令和６年度札幌市土地区画整理

会計補正予算（第１号）、議案第61号 令和６年

度札幌市水道事業会計補正予算（第１号）及び議

案第62号 令和６年度札幌市下水道事業会計補正

予算（第２号）の８件について、その審査結果を

ご報告いたします。 

 質疑・討論はなく、採決を行いましたところ、

いずれも全会一致、可決すべきものと決定いたし

ました。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（飯島弘之） 次に、経済観光委員長 森

山由美子議員。 

 （森山由美子議員登壇） 

○森山由美子議員 経済観光委員会に付託されま

した議案３件について、その審査結果をご報告い

たします。 

 最初に、議案第54号 令和６年度札幌市一般会

計補正予算（第６号）中関係分についてですが、
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主な質疑として、札幌ドームアマチュア大会利用

料金減免補填補助金に関連して、今回は暫定的な

措置としてスポーツ振興基金から拠出するとのこ

とだが、今後の取扱いはどのように考えているの

か。株式会社札幌ドームの内部留保を活用するの

ではなく、スポーツ振興基金を財源としているの

はなぜか。今年度の株式会社札幌ドームは黒字収

支を見込んでいるとのことだが、アマチュア大会

の支援を利益還元によって行うことができるまで

収支改善すべきと考えるが、どのように取り組ん

でいくのか。アマチュア大会の開催促進に向け、

今後も主催者に対する手厚い支援が必要と考える

が、現在の株式会社札幌ドームの経営状況を踏ま

え、どのように取り組んでいくのか等の質疑があ

りました。 

 討論はなく、採決を行いましたところ、議案第

54号中関係分は、全会一致、可決すべきものと決

定いたしました。 

 次に、議案第59号及び第60号の２件についてで

すが、質疑・討論はなく、採決を行いましたとこ

ろ、いずれも全会一致、可決すべきものと決定い

たしました。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（飯島弘之） ただいまの各委員長報告に

対し、質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（飯島弘之） 質疑がなければ、討論に入

ります。 

 通告がありますので、発言を許します。 

 吉岡弘子議員。 

 （吉岡弘子議員登壇） 

○吉岡弘子議員 私は、日本共産党所属議員を代

表し、ただいま議題となっております議案26件

中、議案第54号 令和６年度札幌市一般会計補正

予算（第６号）に反対、残余の議案25件に賛成の

立場で、討論を行います。 

 議案第54号に反対する理由は、マイナンバー

カードセンター運営業務の運営費１億7,900万円

の債務負担が含まれているからです。 

 昨年12月、健康保険証の新規発行停止とマイナ

保険証への一本化が強行されましたが、システム

の根幹に関わるトラブルが多発し、エラーが多

い、情報流出が怖い等の理由でマイナ保険証の利

用登録の解除申請が累計５万8,000件を超え、広

がっています。こうした下でも、政府は、マイナ

ンバー制度をさらに国民に押しつけようとしてい

ます。 

 また、我が党は、今後、マイナンバーカードに

情報がひもづけされればされるほど、個人情報の

さらなる漏えいと流出につながることを指摘して

きましたが、是正されていません。 

 よって、マイナンバーカード普及推進のための

センター運営継続は認められないことから、議案

第54号に反対します。 

 以上で、私の討論を終わります。 

○議長（飯島弘之） 以上で討論を終了し、採決

に入ります。 

 この場合、分割して採決を行います。 

 まず、議案第54号を問題といたします。 

 本件を可決することに賛成の方は、ご起立願い

ます。 

 （賛成者起立） 

○議長（飯島弘之） 起立多数です。 

 したがって、本件は、可決されました。 

 次に、議案第33号から第44号まで、第49号から

第53号まで、第55号から第62号までの25件を一括

問題といたします。 

 議案25件を可決することにご異議ございません

か。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（飯島弘之） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案25件は、可決されました。 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（飯島弘之） 次に、日程第２、議案第63

号、第64号の２件を一括議題といたします。 

 いずれも、市長の提出によるものです。 
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 提案説明を求めます。 

 秋元市長。 

 （秋元克広市長登壇） 

○市長（秋元克広） ただいま上程をされました

議案２件につきましてご説明申し上げます。 

 まず、議案第63号は、監査委員選任に関する件

であります。 

 札幌市監査委員であります藤江正祥氏は、来る

３月31日をもって任期満了となりますので、その

後任者といたしまして庄司正史氏を選任すること

を適当と認め、議会の同意を得るため、本案を提

出したものであります。 

 庄司正史氏は、平成15年に公認会計士の登録を

され、現在、北海道公益認定等審議会委員等をさ

れている方で、監査に関する専門的知識に長じて

おられ、人格、識見共に高く、監査委員として適

任と考えるものであります。 

 次に、議案第64号は、札幌市オンブズマン委嘱

に関する件であります。 

 札幌市オンブズマンのうち、本日をもって任期

満了となります２氏に関しまして、神谷奈保子氏

につきましては引き続き委嘱するとともに、新た

に樋川恒一氏に委嘱することを適当と認め、議会

の同意を得るため、本案を提出したものでありま

す。 

 神谷奈保子氏は、北海道教育委員会委員長等を

歴任され、現在、札幌地方・簡易裁判所の民事調

停委員等をされている方で、令和５年３月から札

幌市オンブズマンに就任されております。 

 樋川恒一氏は、平成４年に弁護士の登録をさ

れ、北海道労働委員会会長、札幌弁護士会会長、

日本弁護士連合会副会長等を歴任され、現在、法

律事務所の所長等をされている方であります。 

 両氏とも、人格、識見共に高く、札幌市オンブ

ズマンとして適任と考えるものであります。 

 以上で、ただいま上程をされました各議案につ

いての説明を終わりますが、何とぞ原案のとおり

ご同意くださいますようお願いを申し上げます。 

○議長（飯島弘之） これより、質疑・討論の通

告がありませんので、採決に入ります。 

 議案２件に同意することにご異議ございません

か。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（飯島弘之） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案２件は、同意されました。 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（飯島弘之） 次に、陳情の特別委員会付

託についてお諮りします。 

 配付の請願・陳情受理付託一覧表記載の陳情

108件につきましては、令和７年度予算に関わる

議案に関連することから、同表のとおり第一部予

算特別委員会に付託することにご異議ございませ

んか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（飯島弘之） 異議なしと認めます。 

 したがって、そのように決定いたしました。 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（飯島弘之） お諮りします。 

 本日の会議はこれで終了し、明日３月１日から

３月27日までは委員会審査等のため休会とし、３

月28日午後１時に再開したいと思いますが、ご異

議ございませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（飯島弘之） 異議なしと認めます。 

 したがって、そのように決定いたしました。 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（飯島弘之） 本日は、これで散会いたし

ます。 

 ―――――――――――――――――――― 

      散 会 午後１時22分 

 


